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土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
が
４
月
１
日
（
火
）
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
市
内

の
土
地
・
家
屋
に
係
る
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
を
納
め
る
方
が
、

所
有
す
る
固
定
資
産
の
評
価
が
適

正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

た
め
、
市
内
の
他
の
土
地
・
家
屋

と
の
価
格
を
比
較
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
【
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】
①
所
在
地
番
②
地
目
③

地
積
④
価
格

　
【
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】
①
所
在
地
番
②
家
屋
番

号
③
種
類
④
構
造
⑤
建
築
年
⑥
床

面
積
⑦
価
格

　
【
縦
覧
期
間
】４
月
１
日（
火
）～

　
住
民
異
動
が
集
中
す
る
４
月
上

旬
の
窓
口
混
雑
を
緩
和
し
、
併
せ

て
市
民
の
皆
さ
ん
へ
便
宜
を
図
る

目
的
で
、
４
月
６
日
に
市
民
課
・

保
険
年
金
課
（
い
ず
れ
も
市
役
所

１
階
）
で
、
日
曜
臨
時
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。
受
付
時
間
は
、
午
前

９
時
～
午
後
４
時
で
す
。
な
お
、

本
庁
舎
の
み
開
設
し
ま
す
。
上
の

原
、
ひ
ば
り
が
丘
、
滝
山
の
各
連

絡
所
は
開
設
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
市
民
課
、
保
険
年
金
課
の
２
課

で
取
り
扱
う
事
務
は
、
下
表
の
通

り
で
す
。

　
詳
し
く
は
市
民
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
２
、
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
２
へ
。

「
耐
震
相
談
会
」
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
市
で
は
年
６
回
、
耐
震
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。

　
【
日
時
・
会
場
】
下
表
の
通
り

　
【
相
談
員
】東
久
留
米
建
築
設
計

協
会
会
員

　
【
費
用
】
無
料

　
申
し
込
み
は
各
相
談
日
の
前
日

ま
で
に
、
電
話
で
同
協
会
事
務
局

た
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。
　
【
助
成
金
額
】耐
震
診
断
に
要
し

た
費
用
（
消
費
税
を
除
く
）
の
２

分
の
１
以
内
（
１
０
０
０
円
未
満

の
端
数
は
切
り
捨
て
）
で
、
５
万

円
を
上
限
と
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

助
成
金
の
交
付
は
予
算
の
範
囲
内

で
、
同
一
の
住
宅
に
対
し
て
１
回

を
限
度
と
し
ま
す
。

　
【
助
成
対
象
住
宅
】昭
和　
年
５

５６

　
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
へ
の
理

解
を
深
め
、
手
話
通
訳
者
を
目
指

す
こ
と
を
目
的
と
し
た
手
話
講
習

会
で
す
。
年
間
を
通
し
て
受
講
で

き
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
講
習
期
間
】
入
門
（
初
級
）・

基
礎
（
中
級
）
＝
５
月　
日
～　

１９

２７

年
２
月
の
毎
週
月
曜
日
▼
応
用

（
上
級
）・実
践
（
通
訳
養
成
ク
ラ

ス
）
＝
５
月　
日
～　
年
２
月
の

２２

２７

毎
週
木
曜
日
。
時
間
は
い
ず
れ
も

午
前　
時
～
正
午

１０

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
会
議
室
な

ど
　
【
費
用
】無
料
。
テ
キ
ス
ト
代
な

ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す　

　
【
定
員
・
対
象
】
下
表
参
照

　
※
入
門
・
基
礎
は
応
募
者
多
数

の
場
合
は
抽
選
。
応
用
・
実
践
は

試
験
で
決
定
し
ま
す
。
試
験
日
は

実
践
が
４
月　
日
（
土
）
午
前
、

２６

応
用
が
同
日
午
後
に
実
施
し
ま
す
。

　
申
し
込
み
は
４
月　
日
（
金
）

１１

ま
で
に（
必
着
）、往
復
は
が
き
に

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
生
年

月
日
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
希
望

コ
ー
ス
（
一
つ
の
み
）・手
話
経
験
、

在
勤
の
方
は
勤
務
先
・
所
在
地
を

記
入
の
上
、
〒
２
０
３
倆
８
５
５

５
、
市
役
所
障
害
福
祉
課
「
手
話

講
習
会
募
集
係
｣
宛
て
郵
送
を
。

締
め
切
り
後
の
受
け
付
け
は
で
き

ま
せ
ん
。

　
※
前
年
度
の
修
了
者
で
上
の
ク

ラ
ス
を
希
望
す
る
場
合
も
、
必
ず

申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
福
祉
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

６
月
２
日
（
月
）
午
前
８
時
半
～

午
後
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）

　
【
縦
覧
場
所
】課
税
課（
市
役
所

２
階
）

　
【
縦
覧
対
象
者
】①
固
定
資
産
税

の
納
税
者
（　
年
１
月
１
日
現
在
、

２６

市
内
に
固
定
資
産
を
所
有
し
課
税

さ
れ
る
方
）
②
納
税
管
理
人
③
代

理
人
（
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま

す
）
　
【
申
請
方
法
】同
課
窓
口
で
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
次

の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
①
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
②　
年
度
納
税

２６

通
知
書
（
５
月
上
旬
発
送
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
課
税
明
細
書
・

納
税
通
知
書
に
つ
い
て

　
　
年
度
の
課
税
明
細
書
・
納
税

２６
通
知
書
の
発
送
は
５
月
上
旬
で
す
。

な
お
、
課
税
明
細
書
と
納
税
通
知

書
は
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
を
発

送
し
ま
す
の
で
、
内
容
の
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
共
有
物

件
の
納
税
通
知
書
は
、
代
表
者
以

外
の
共
有
者
に
も
発
送
し
ま
す
。

支
払
い
に
使
用
す
る
納
付
書
は
、

従
来
通
り
共
有
の
代
表
者
に
発
送

し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
・
家
屋
資
産
税
係
☎
４
７
０
・

７
７
７
７
（
内
線
２
３
３
８
・
２

３
３
９・２
３
４
１
～
２
３
４
４
）

へ
。

　
木
造
住
宅
耐
震
診
断
と
は
、
地

震
に
対
す
る
住
宅
の
安
全
性
を
調

査
す
る
も
の
で
す
。
市
で
は
、
こ

の
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
し

（
桑
原
建
築
設
計
事
務
所
）
☎
４

７
６
・
１
５
１
５
へ
。

　
※
当
日
の
受
け
付
け
も
で
き
ま

す
が
、
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
図
面
な
ど
が

あ
れ
ば
、持
参
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
詳
し
く
は
施
設
管
理
課
建
築
営

繕
係
☎
４
７
０
・
７
７
５
６
へ
。

る
こ
と
、
言
葉
や
運
動
発
達
、
栄

養
・
保
健
相
談
の
ほ
か
、
親
子
グ

ル
ー
プ
保
育
、
外
来
機
能
訓
練
な

ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、保
育
園・

幼
稚
園
へ
の
訪
問
相
談
、
学
齢
児

月　
日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
市
内

３１
に
存
す
る
木
造
住
宅
で
、
自
己
所

有
で
住
居
と
し
て
利
用
し
て
い
る

地
上
３
階
（
地
階
は
除
く
）
ま
で

の
戸
建
て
住
宅
（
店
舗
な
ど
の
併

用
住
宅
も
含
む
）

　
【
助
成
対
象
と
な
る
方
・
要
件
】

助
成
対
象
住
宅
を
所
有
す
る
個
人

（
複
数
の
個
人
が
共
有
す
る
場
合

は
、
共
有
者
全
員
に
よ
っ
て
合
意

さ
れ
た
代
表
者
）
で
、
現
在
そ
こ

に
お
住
ま
い
の
方
。
ま
た
、
お
住

ま
い
の
方
全
員
が
市
税
を
滞
納
し

て
い
な
い
こ
と

　
【
診
断
機
関
】市
で
は
診
断
機
関

を
指
定
し
て
い
ま
す
。
次
の
診
断

機
関
以
外
で
の
申
請
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
▼
市
長
が
認
め
た
建
築
士
▼
社

団
法
人
東
京
都
建
築
士
事
務
所
協

会
北
部
支
部
の
会
員
▼
東
京
都
木

造
住
宅
耐
震
診
断
事
務
所
登
録
制

度
実
施
要
綱
に
基
づ
く
耐
震
診
断

事
務
所

　
助
成
手
続
き
な
ど
、
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
施
設
管

理
課
６
番
窓
口
（
市
役
所
５
階
）

で
配
布
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
建
築
営
繕
係
☎

４
７
０
・
７
７
５
６
へ
。

　

年
度
国
民
年
金
保
険

２６料
額
と
納
付
に
つ
い
て

　
　
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

２６
額
は
、
月
額
１
万
５
２
５
０
円

で
す
。
保
険
料
は
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
、

金
融
機
関・ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵

便
局
）・コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
く
納
付

の
手
間
が
か
か
ら
な
い
口
座
振

替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ

る
納
付
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
を
利
用
し
て
の
電
子
納
付
も

あ
り
ま
す
。

　
納
め
た
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
、
税
金
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の

ま
ま
に
し
て
お
く
と
将
来
の
基

礎
年
金
や
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
が
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
保

険
料
は
、
納
付
期
限
（
翌
月
末

日
）
ま
で
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
ま
た
は
市
保
険
年
金
課
☎
４

７
０
・
７
７
３
２
へ
。

日曜臨時窓口での取り扱い事務一覧

取り扱わない事務取り扱う事務担当課

脅住民基本台帳カードの
即日交付
脅転入転出手続きの特例、
住民票の広域交付
脅電子証明書の発行およ
び更新の申請
脅臨時運行許可（仮ナン
バーの貸与）
脅戸籍異動が伴う住民異
動届けなど、他市区町
村への照会を必要とす
るもの

脅住民異動届けの受け付け＝転入、転居、転
出、世帯変更など　※国外からの転入は、
受け付けできない場合があります。

脅印鑑登録および市民カード発行の申請受け
付け＝平日に来庁できない方は、この機会
に夜間・閉庁日も住民票、印鑑登録証明書、
課税・納税証明書が自動発行機で取得でき
るようになる「市民カード」の申請をお勧
めします。手続きの詳細は市民課へ問い合
わせてください

脅各種証明書の発行＝住民票、印鑑登録証明
書、戸籍の附票、戸籍全部事項証明書（戸
籍謄本）、戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）な
ど

脅住居表示の申請受け付け

市民課
（市役所１階）

脅日本年金機構、東京都
後期高齢者医療広域連
合および他市区町村へ
の照会を必要とするも
の

脅国民健康保険の資格取得・喪失に関する届
け

脅高額療養費の支給申請など各種申請書の受
け付け

脅後期高齢者医療制度の手続きに関する届け
脅国民年金第１号被保険者の資格取得などの
届け

保険年金課
（市役所１階）

耐震相談会年間日程

会場日時

市役所１階
屋内
ひろば

午後２時
～５時

４月１１日
（金）

６月１３日
（金）

８月８日
（金）

１０月１０日
（金）

１２月１２日
（金）

２７年
２月１３日
（金）

手話講習会の定員・対象
対　象定員種別

市内在住・在勤の方５０人入門
市内在住・在勤の方３０人基礎
市内在住・手話学習２年以
上の方２０人応用

市内在住・手話学習３年以
上の方１５人実践

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
が
始
ま
り
ま
す

４月６日に
市役所本庁舎で
日曜臨時窓口を
開設します　

４
月
は　

日
（
金
）
に
開
催
し
ま
す

１１

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
し
た

費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す

手
話
講
習
会

受
講
者
を
募
集
し
ま
す

　
　
年
度
の
市
税
な
ど（
市
民
税・

２５
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
軽
自

動
車
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
）
の
納
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
な
ど
を
完

納
し
て
い
な
い
と
、
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
財
産
が

差
し
押
さ
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

　
病
気
･
事
故
･
災
害
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難

な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
早
め

に
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
。

納
税
に
ご
協
力
を

市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
　
年
４
月
か
ら
、
わ
か
く
さ
学

２６
園
お
よ
び
、
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ

ザ
内
で
発
達
相
談
、
親
子
保
育
な

ど
を
行
い
ま
す
。

　
子
ど
も
の
発
達
の
問
題
に
関
す

わ
か
く
さ
学
園
発
達
相
談
室
か
ら

の
お
知
ら
せ

の
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
相
談
の
受
け
付
け
は
、
月
曜
～

金
曜
日
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
で

す
。
　
詳
し
く
は
、
わ
か
く
さ
学
園
☎

４
６
７
・
３
２
７
５
、
ま
た
は
同

園
発
達
相
談
室
☎
４
６
７
・
５
０

７
７
へ
。


